
 京都市宝が池公園運動施設の球技場等の利用に関する規則の一部を改正する規則を公布

する。 

  平成２９年３月３１日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第   号 

京都市宝が池公園運動施設の球技場等の利用に関する規則の一部を改正する規

則 

 京都市宝が池公園運動施設の球技場等の利用に関する規則の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   京都市宝が池公園運動施設条例施行規則 

 第３条の見出しを「（利用許可の申請に係る受付期間）」に改める。 

 第９条中「文化市民局長」の右に「又は子ども若者はぐくみ局長」を加え，同条を第１

６条とする 

 第８条の見出しを「（球技場等の利用に係る特別の設備）」に改め，同条の次に次の７条

を加える。 

（使用資格の認定） 

第９条 条例第１１条第４号の規定による使用資格の認定を受けようとする団体は，次に

掲げる事項を記載した申請書に市長が必要と認める書類を添えて，市長に提出しなけれ

ばならない。  

  申請団体の名称及び主たる事務所の所在地 

  申請団体の代表者の氏名，住所及び連絡先 

  申請団体の構成員の氏名 

  申請団体の主な活動内容 

  その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は，前項の規定による申請があった場合において，当該申請に係る認定をしたと

きは，文書によりその旨を申請団体に通知する。 

（使用許可の申請）  

第１０条 条例第１２条の規定により使用の許可を受けようとするものは，次に掲げる事

項を記載した申請書に市長が必要と認める書類を添えて，市長に提出しなければならな

い。 

８６



  申請者の名称及び主たる事務所の所在地 

  申請者の代表者の氏名，住所及び連絡先 

  使用する施設 

  使用する日，時間及び人数 

  使用の目的 

  その他市長が必要と認める事項 

（使用許可の申請に係る受付期間）  

第１１条 前条の規定による申請は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に掲げる日

から受け付けるものとする。ただし，市長が特別の理由があると認めるときは，この限

りでない。 

  条例第１１条第１号から第４号までに掲げるものによる申請 使用しようとする

日の属する月の３箇月前の月の初日 

  その他の申請 使用しようとする日の属する月の２箇月前の月の初日 

（使用の許可）  

第１２条 市長は，第１０条の規定による申請があった場合において，当該申請に係る使

用を許可したときは，文書によりその旨を申請者に通知する。 

（使用料の還付）  

第１３条 条例第１４条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその金額は，次

に掲げるとおりとする。 

   管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額 

   災害その他の不可抗力により使用することができなくなった場合 ２分の１に相当

する額 

（使用料の減免）  

第１４条 条例第１５条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは，減

額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて，

市長に提出しなければならない。 

（広場等の使用に係る特別の設備） 

第１５条 条例第１６条第１項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするも

のは，当該設備に係る設計書，仕様書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しな

ければならない。 



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

（関係規則の廃止） 

２ 京都市宝が池公園運動施設のこども体育館使用料の還付及び減免に関する規則は，廃

止する。 

（保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課） 
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